
令和８年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の住宅、事業所及び農業用施設における再生可能エネル

ギーの導入を促進するとともに、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生

可能エネルギー設備の導入を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交

付することに関し、寒河江市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

（平成６年市規則第１７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

⑴ 住宅 市内において住居として使用され、又は使用される予定の建物をい

う。 

⑵ 事業所 市内において事業の用に供される建物（次号に掲げるものを除く。）

をいう。 

⑶ 農業用施設 市内において農業の用に供される施設をいう。 

⑷ 事業完了 設備の設置が完成し、当該事業に係る支払が終了している状態

をいう。 

（補助対象設備） 

第３条 補助金の交付の対象となる再生可能エネルギー設備（以下「補助対象設

備」という。）の区分は木質バイオマス燃焼機器及び蓄電池設備とし、それぞれ

次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 木質バイオマス燃焼機器に係る要件は次に掲げるものとする。 

ア ペレット、薪等を燃料とするストーブであること。 



イ 市内に住所を有し、若しくは有する予定の個人（個人事業主を含む。）又

は市内に事業所を置く法人がその使用する住宅、事業所又は農業用施設に

設置（増設を含む。）するものであること。この場合において、当該住宅、

事業所又は農業用施設の所有者が当該個人又は法人でないときは、当該設

置について書面により所有者の承諾を受けていること。 

ウ 電源を必要とする場合、次条に規定する補助金の交付の対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）が４０万円を超えること又は電源を必要

としない場合、補助対象経費が３０万円を超えること。 

エ 既使用の製品でないこと。 

オ 設置工事について、交付決定日以降に着手し、令和９年３月３１日までに

事業完了するものであること。 

⑵ 蓄電池設備に係る要件は次に掲げるものとする。 

ア 定置用リチウムイオン蓄電池又は定置用ナトリウムイオン蓄電池である

こと。 

イ 市内に住所を有し、若しくは有する予定の個人（個人事業主を含む。）又

は市内に事業所を置く法人がその使用する住宅、事業所に設置（増設を含

む。）するものであること。この場合において、当該住宅、事業所の所有者

が当該個人又は法人でないときは、当該設置について、書面により所有者

の承諾を受けていること。 

ウ 蓄電池設備を設置する住宅、事業所に太陽光発電設備が設置されている

こと又は当該蓄電池設備の設置に併せて太陽光発電設備を設置すること。 

エ 太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであること。 

オ 平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備であること。 

カ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないものであること。 

キ 既使用の製品でないこと。 



ク 設置工事について、交付決定日以降に着手し、令和９年３月３１日までに

事業完了するものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には補助金を交

付しないものとする。 

⑴ 令和８年度において、同一の区分の補助対象設備に対して交付決定を受け

た者。 

⑵ 市税に滞納がある者 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第４条 補助金対象経費は、補助対象設備ごとに、別表の補助対象経費の欄に掲げ

る経費とし、補助金の額は同表の補助金の額の欄に掲げる額以内の額とする。 

 （補助金等交付申請書） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、規則第

５条の規定にかかわらず、令和８年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事

業費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げる書

類を添付して、令和９年３月１２日までに市長に提出しなければならない。 

 ⑴ 再生可能エネルギー設備導入事業計画書（様式第２号） 

 ⑵ 配置計画図面 

⑶ 事業に係る見積書及びその内訳書の写し 

⑷ 補助対象設備の概要を確認できる書類（カタログ等の写し） 

⑸ 令和７年度の納税証明書（申請日が令和８年６月３０日までの場合は、令和

６年度の納税証明書） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、提出された申請書の記載事項又は添付書類に不備があると認めると

きは、申請者に対しその補正を求めるものとする。 

３ 市長は、申請書の提出を受けた場合（前項の規定により補正を求めた場合は、



当該補正が完了したとき。）は、その内容を審査し、補助対象設備の要件に合致

すると認めたときは、速やかに交付を決定し、申請者に通知するものとする。

この場合において、申請者は当該交付決定の通知を受けた後でなければ、設置

工事に着手してはならない。 

 （補助事業等の変更、中止及び廃止の条件） 

第６条 規則第７条第１項第１号ア及びイに定める軽微な変更は、次に掲げる変

更以外の変更とする。 

⑴ 補助金の額の変更を伴う変更 

⑵ 設置工事完成予定日の３か月以上の延長 

⑶ 補助対象設備（附帯設備を除く。）の仕様の変更 

２ 前条第３項の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」とい

う。）が当該交付決定に係る補助対象設備の導入事業（以下「補助事業」とい

う。）について前項各号のいずれかに該当する変更をしようとする場合には、

令和８年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業計画変更承認申請書（様

式第３号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければな

らない。 

⑴ 変更契約を行った場合は、変更契約書の写し 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合には、令和８年

度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業中止（廃止）承認申請書（様式第

４号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

４ 相続、法人の合併等により補助事業を承継する者が当該補助事業を継続して

実施しようとする場合には、令和８年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入

事業承継承認申請書（様式第５号）を市長に提出し、承認を受けなければなら

ない。 



 （補助事業等実績報告） 

第７条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１４条の規定にかか

わらず、完了後３０日を経過する日又は令和９年３月３１日のいずれか早い日

までに、令和８年度寒河江市再生可能エネルギー設備導入事業費補助金実績報

告書（様式第６号。以下「実績報告書」）に次に掲げる書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

⑴ 再生可能エネルギー設備導入事業実績書（様式第７号） 

⑵ 補助対象設備の設置完了写真（設置した設備全体と型番、製造番号等を確

認できるもの） 

⑶ 領収書及びその内訳書の写し 

⑷ 住民票又は法人の場合は登記事項証明書 

⑸ 補助金振込先通帳（申請者名義）の表紙及び１ページ目の写し 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 市長は、実績報告書の提出を受けた場合は、当該書類の審査及び必要に応じ

て行う現地調査により、補助対象設備の要件及び補助金の交付の条件に適合す

るものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、速やかに交付すべ

き補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。 

 （手続の代行） 

第８条 補助事業者は、第５条に規定する申請又は報告を補助対象設備の販売等

事業者（以下「手続代行者」という。）に依頼し、代行させることができる。 

（実態調査への協力） 

第９条 市長は、再生可能エネルギー設備の普及促進を図るため、補助事業者（手

続代行者を含む。次項において同じ。）に対し、補助対象設備の使用状況に関す

る実態調査への協力を要請することができる。 

２ 補助事業者は、前項の調査について、市長から協力を要請された場合は、これ



に応じるよう努めなければならない。 

 （財産処分の制限等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をも

って補助対象設備を管理し、その効率的な運用を図るとともに、法定耐用年数

（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に

定める耐用年数をいう。）の期間内において、市長の承認を受けないで、補助金

の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保又は廃棄に供し

てはならない。 

２ 前項の規定により市長の承認を受けようとするときは、令和８年度寒河江市

再生可能エネルギー設備導入事業費補助金財産処分承認申請書（様式第８号）

を市長に提出しなければならない。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



別表 

補助対象設備 補助対象経費 補助金の額 

木質バイオマス燃焼機器 

(電源を必要とし、補助対

象経費が４０万円を超え

るもの) 

ペレットストーブ等の

本体の購入及び設置に

要する経費並びに煙突

等の配管に係る経費(設

置者が自ら設置工事を

行う場合は、機器及び工

事に要する原材料の購

入に要する経費に限

る。） 

１０万円 

木質バイオマス燃焼機器 

(電源を必要とせず、補助

対象経費が３０万円を超

えるもの) 

５万円 

蓄電池設備 
蓄電池、電力変換装置そ

の他の附属機器（蓄電シ

ステム制御装置、計測・

表示装置及びキュービ

クル）に係る経費 

１５万円 

蓄電池設備（太陽光発電

設備を併せて設置する場

合） 

２５万円 

 


